
（ 公 印 省 略 ） 

伊 監 第 1 1 4 号 

令和 7 年 2 月 4 日 

（2025年） 

 様 

 

伊丹市監査委員 堀口 明伸 

 

 

伊丹市監査委員 齊藤 真治 

 

監査結果報告に対する措置通知報告について 

 

 

地方自治法第 199条第 9項の規定に基づく定期監査結果報告に対し、同条第 14項の

規定により講じた措置の通知がありましたので、次のとおり報告します。 

 

記 

 

1 監査の種別 

定期監査 

（地方自治法第 199条第 1項、第 2項及び第 4項による監査） 

2 監査の対象部局 

総務部 法務室 法制課、法務管理課 

財政基盤部 税務室 市民税課、資産税課、徴収課 

都市活力部 産業振興室 農業政策課 

まち資源室 空港・にぎわい課 

3 措置を講じた部局 

都市活力部 産業振興室 農業政策課 

まち資源室 空港・にぎわい課 

4 監査の期間 

令和 6年(2024年) 10月 24日～令和 6年(2024年) 12月 25日 

5 監査結果提出日 

令和 7年(2025年)1月 23日 

6 措置の内容 

別紙令和 7年(2025年) 1月 28日付け伊活産農第 1973号の通知文書のとおりです。 



（ 公 印 省 略 ） 

伊 活 産 農 第 1973 号 

令 和 7 年 1 月 28 日 

（2025 年） 

 

 伊丹市監査委員 堀口 明伸 様 

 

 

 伊丹市監査委員 齊藤 真治 様 

 

伊丹市長 藤原 保幸  

 

 

監査結果報告に対する措置について 

 

 

地方自治法第 199 条第 9 項の規定による監査結果に対して講じた措置を、第 14

項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

記 

1 監査の対象部局 

都市活力部  産業振興室  農業政策課 

       まち資源室  空港・にぎわい課 

2 措置を講じた部局 

都市活力部  産業振興室  農業政策課 

       まち資源室  空港・にぎわい課 

3 監査の種別 

定期監査 

（地方自治法第 199 条第 1 項、第 2 項及び第 4 項による監査） 

4 監査の期間 

令和 6 年(2024 年)10 月 24 日～令和 6 年(2024 年)12 月 25 日 

5 措置の内容 

別紙のとおり 



 

監査結果に対する措置について 

農業政策課 

指 摘 事 項 回  答 

1  公の施設の指定管理について 

（1） 指定管理者との連絡会議について 

伊丹市公設市場の指定管理において、基本協

定書では、指定管理業務を円滑に実施するた

め、連絡会議を開催し、情報交換や業務の調整

を図る旨が定められています。農業政策課で

は、指定管理者との定期的な事務連絡などは行

われているとのことでしたが、指定管理者との

連絡会議は開催されていませんでした。 

今後は、指定管理者との連絡会議を開催し

て、施設の運営状況や収支状況の確認、更なる

改善に向けた対応等について、指定管理者と協

議を行い、その内容を記録してください。 

（2） 指定管理事業計画書の提出及び月間報告書

の提出について 

伊丹市公設市場の指定管理に係る一連の事

務手続において、次の不備がありましたので、

適切な事務に改めてください。 

・令和 6 年度事業計画書の提出期日遅延（基本

協定書第 27 条第 2 項） 

・月間報告書の起案文書に別の月の報告書を添

付（基本協定書第 29 条第 1 項） 

・月間報告書の起案文書無し（基本協定書第 29

条第 1 項） 

また、指定管理者から提出された事業計画

書、年間事業報告書及び月間事業報告書につい

て、文書管理システム上、供覧で処理されてい

るため提出書類の内容を十分に審査、判断でき

ていません。今後は所属長による決裁文書とし

 

 

今後は、適宜、連絡会議を開催し、

施設の運営状況や収支状況の確認な

ど情報交換を図り、その協議内容を記

録するよう改めてまいります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今後は、「伊丹市公設市場の管理に

関する基本協定書」に基づき、翌年度

の事業計画書の提出期日の順守や月

間事業報告書の提出内容の確認等、適

切な事務処理を行うよう改めてまい

ります。 

また、指定管理者から提出された事

業計画書、年間事業報告書及び月間事

業報告書について、決裁文書として確

認を行うよう改めてまいります。 

 



 

監査結果に対する措置について 

農業政策課 

指 摘 事 項 回  答 

て確認を行うようにしてください。 

 



 

監査結果に対する措置について 

空港・にぎわい課 

指 摘 事 項 回  答 

1  事業管理について 

（1） いたみ花火大会実施に係る諸規定について 

いたみ花火大会は、いたみ花火大会実行委員

会（以下「実行委員会」という。）に委託して

事業を実施するとして、その事務局を担う空

港・にぎわい課において実務が処理されている

ことから、大会開催の経費に充てる市からの委

託料、その他実行委員会に寄せられる協賛金等

の収入、事業費支出等の経理事務の管理状況、

執行手続を確認したところ、事業の実施要綱や

会計事務の処理基準といった規定が整備され

ていませんでした。 

現行の実行委員会会則には、事業実施に関す

る具体の規定がなく、会計の手続や執行管理を

定めた規定も脆弱で、事業の委託契約書と添付

された委託仕様書を合わせ見ても適正な事業

実施を確保するには不十分です。 

適切な役割分担のもとで、一大イベントを安

全、安心に開催できるよう、事故や事務処理過

誤、その他のリスク管理や有効な統制を定めた

諸規定を整備してください。 

2  財産管理について 

（1） 観光物産ギャラリー併設店舗について 

空港・にぎわい課は観光物産ギャラリーに併

設した店舗部分を普通財産として貸し付けて

いますが、伊丹市公有財産規則に基づいて管財

課が所管している財産台帳には登録されてい

ませんでした（計上漏れ）。 

普通財産については地方自治法第 233 条第 1

 

 

 速やかに事業実施に関する諸規定

の整備を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

速やかに財産台帳等へ正しく反映

するよう是正します。 

 



 

監査結果に対する措置について 

空港・にぎわい課 

指 摘 事 項 回  答 

項及び地方自治法施行令第 166 条第 2 項により

決算の添付書類である財産に関する調書に記

載されるものです。  

財産台帳及び財産に関する調書に正しく反

映されるよう、必要な措置を講じてください。 

 


